
 

一 

 
 

 

公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 

 

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
百
四
十
二
条
の
二
の
次
に
次
の
五
条
を
加
え
る
。 

 

（
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
等
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
る
文
書
図
画
の
頒
布
） 

第
百
四
十
二
条
の
三 
第
百
四
十
二
条
第
一
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
選
挙
運
動
の
た
め
に
使
用
す
る
文
書
図

画
は
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
等
を
利
用
す
る
方
法
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
を
利
用
す
る
方
法
（
電
気
通
信
（
電
気
通
信
事
業
法
（
昭

和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
送
信
（
公
衆
に
よ
つ

て
直
接
受
信
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
電
気
通
信
の
送
信
を
除
く
。
）
に
よ
り
、
文
書
図
画
を
そ
の
受
信
を
す
る
者
が
使

用
す
る
通
信
端
末
機
器
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
映
像
面
に
表
示
さ
せ
る
方
法
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

の
う
ち
電
子
メ
ー
ル
（
特
定
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
二
条

第
一
号
に
規
定
す
る
電
子
メ
ー
ル
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
利
用
す
る
方
法
を
除
い
た
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に

よ
り
、
頒
布
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

選
挙
運
動
の
た
め
に
使
用
す
る
文
書
図
画
で
あ
つ
て
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
等
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
選
挙
の
期
日
の
前
日
ま



 

二 

で
に
頒
布
さ
れ
た
も
の
は
、
第
百
二
十
九
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
選
挙
の
当
日
に
お
い
て
も
、
そ
の
受
信
を
す
る
者
が

使
用
す
る
通
信
端
末
機
器
の
映
像
面
に
表
示
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
い
た
ま
ま
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
等
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
選
挙
運
動
の
た
め
に
使
用
す
る
文
書
図
画
を
頒
布
す
る
者
は
、
そ
の
者
の
電

子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
（
特
定
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
電
子
メ
ー
ル
ア

ド
レ
ス
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
そ
の
他
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
そ
の
者
に
連
絡
を
す
る
際
に
必

要
と
な
る
情
報
（
以
下
「
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
等
」
と
い
う
。
）
が
、
当
該
文
書
図
画
に
係
る
電
気
通
信
の
受
信
を
す
る

者
が
使
用
す
る
通
信
端
末
機
器
の
映
像
面
に
正
し
く
表
示
さ
れ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
電
子
メ
ー
ル
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
る
文
書
図
画
の
頒
布
） 

第
百
四
十
二
条
の
四 

第
百
四
十
二
条
第
一
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、次
の
各
号
に
掲
げ
る
選
挙
に
お
い
て
は
、

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
は
、
電
子
メ
ー
ル
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
選
挙
運
動
の
た
め
に
使
用
す
る
文
書
図

画
を
頒
布
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一 

衆
議
院
（
小
選
挙
区
選
出
）
議
員
の
選
挙 

公
職
の
候
補
者
及
び
候
補
者
届
出
政
党 

 

二 

衆
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
の
選
挙 

衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等 



 

三 

 
三 

参
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
の
選
挙 

参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
及
び
公
職
の
候
補
者
た
る
参
議
院
名
簿
登
載
者 

 

四 
参
議
院
（
選
挙
区
選
出
）
議
員
の
選
挙 

公
職
の
候
補
者
及
び
第
二
百
一
条
の
六
第
三
項
（
第
二
百
一
条
の
七
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
確
認
書
の
交
付
を
受
け
た
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
（
第
八
十
六
条
の
四
第
三

項
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
当
該
公
職
の
候
補
者
が
所

属
す
る
も
の
と
し
て
記
載
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
） 

 

五 

都
道
府
県
又
は
指
定
都
市
の
議
会
の
議
員
の
選
挙 

公
職
の
候
補
者
及
び
第
二
百
一
条
の
八
第
二
項
（
同
条
第
三
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
百
一
条
の
六
第
三
項
の
確
認
書
の
交
付
を
受
け
た
政
党
そ

の
他
の
政
治
団
体 

 

六 

都
道
府
県
知
事
又
は
市
長
の
選
挙 

公
職
の
候
補
者
及
び
第
二
百
一
条
の
九
第
三
項
の
確
認
書
の
交
付
を
受
け
た
政
党

そ
の
他
の
政
治
団
体 

 

七 

前
各
号
に
掲
げ
る
選
挙
以
外
の
選
挙 

公
職
の
候
補
者 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
選
挙
運
動
の
た
め
に
使
用
す
る
文
書
図
画
を
頒
布
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
電
子
メ
ー
ル（
以
下
「
選

挙
運
動
用
電
子
メ
ー
ル
」
と
い
う
。
）
の
送
信
を
す
る
者
（
そ
の
送
信
を
し
よ
う
と
す
る
者
を
含
む
も
の
と
す
る
。
以
下
「
選



 

四 

挙
運
動
用
電
子
メ
ー
ル
送
信
者
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
に
対
し
、
か
つ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
電
子
メ

ー
ル
ア
ド
レ
ス
に
送
信
を
す
る
選
挙
運
動
用
電
子
メ
ー
ル
で
な
け
れ
ば
、
送
信
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

 

一 

あ
ら
か
じ
め
、
選
挙
運
動
用
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
を
す
る
よ
う
に
求
め
る
旨
又
は
送
信
を
す
る
こ
と
に
同
意
す
る
旨
を

選
挙
運
動
用
電
子
メ
ー
ル
送
信
者
に
対
し
通
知
し
た
者
（
そ
の
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
当
該
選
挙
運
動
用
電
子
メ
ー
ル

送
信
者
に
対
し
自
ら
通
知
し
た
者
に
限
る
。
） 

当
該
選
挙
運
動
用
電
子
メ
ー
ル
送
信
者
に
対
し
自
ら
通
知
し
た
電
子
メ

ー
ル
ア
ド
レ
ス 

 

二 

前
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
選
挙
運
動
用
電
子
メ
ー
ル
送
信
者
の
政
治
活
動
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
電
子
メ
ー
ル
（
以

下
「
政
治
活
動
用
電
子
メ
ー
ル
」
と
い
う
。
）
を
継
続
的
に
受
信
し
て
い
る
者
（
そ
の
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
当
該
選

挙
運
動
用
電
子
メ
ー
ル
送
信
者
に
対
し
自
ら
通
知
し
た
者
に
限
り
、
か
つ
、
そ
の
通
知
を
し
た
後
、
そ
の
自
ら
通
知
し
た

全
て
の
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
明
ら
か
に
し
て
こ
れ
ら
に
当
該
政
治
活
動
用
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
を
し
な
い
よ
う
に
求

め
る
旨
を
当
該
選
挙
運
動
用
電
子
メ
ー
ル
送
信
者
に
対
し
通
知
し
た
者
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
選

挙
運
動
用
電
子
メ
ー
ル
送
信
者
か
ら
選
挙
運
動
用
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
を
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
も
の
の
う
ち
、
当
該

通
知
に
対
し
そ
の
受
信
し
て
い
る
政
治
活
動
用
電
子
メ
ー
ル
に
係
る
自
ら
通
知
し
た
全
て
の
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
明



 

五 

ら
か
に
し
て
こ
れ
ら
に
当
該
選
挙
運
動
用
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
を
し
な
い
よ
う
に
求
め
る
旨
の
通
知
を
し
な
か
つ
た
も
の 

 
 
 

当
該
選
挙
運
動
用
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
を
す
る
旨
の
通
知
に
対
し
、
当
該
選
挙
運
動
用
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
を
し
な
い

よ
う
に
求
め
る
旨
の
通
知
を
し
た
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
以
外
の
当
該
政
治
活
動
用
電
子
メ
ー
ル
に
係
る
自
ら
通
知
し
た

電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス 

３ 

選
挙
運
動
用
電
子
メ
ー
ル
送
信
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
事
実
を
証
す

る
記
録
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
に
対
し
選
挙
運
動
用
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
を
す
る
場
合 

同
号
に
掲
げ
る
者
が
そ
の
電
子
メ

ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
当
該
選
挙
運
動
用
電
子
メ
ー
ル
送
信
者
に
対
し
自
ら
通
知
し
た
こ
と
及
び
そ
の
者
か
ら
選
挙
運
動
用
電

子
メ
ー
ル
の
送
信
を
す
る
よ
う
に
求
め
が
あ
つ
た
こ
と
又
は
送
信
を
す
る
こ
と
に
同
意
が
あ
つ
た
こ
と
。 

 

二 

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
対
し
選
挙
運
動
用
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
を
す
る
場
合 

同
号
に
掲
げ
る
者
が
そ
の
電
子
メ

ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
当
該
選
挙
運
動
用
電
子
メ
ー
ル
送
信
者
に
対
し
自
ら
通
知
し
た
こ
と
、
当
該
選
挙
運
動
用
電
子
メ
ー
ル

送
信
者
が
当
該
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
に
継
続
的
に
政
治
活
動
用
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
を
し
て
い
る
こ
と
及
び
当
該
選
挙

運
動
用
電
子
メ
ー
ル
送
信
者
が
同
号
に
掲
げ
る
者
に
対
し
選
挙
運
動
用
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
を
す
る
旨
の
通
知
を
し
た
こ



 

六 

と
。 

４ 
選
挙
運
動
用
電
子
メ
ー
ル
送
信
者
は
、
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
者
か
ら
、
選
挙
運
動
用
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
を
し
な
い
よ

う
に
求
め
る
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
明
ら
か
に
し
て
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
当
該
電
子
メ
ー
ル
ア
ド

レ
ス
に
選
挙
運
動
用
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
を
し
な
い
よ
う
に
求
め
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
電
子
メ
ー
ル
ア
ド

レ
ス
に
選
挙
運
動
用
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

５ 

選
挙
運
動
用
電
子
メ
ー
ル
送
信
者
は
、
選
挙
運
動
用
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
に
当
た
つ
て
は
、
当
該
選
挙
運
動
用
電
子
メ
ー

ル
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
頒
布
さ
れ
る
文
書
図
画
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
正
し
く
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

選
挙
運
動
用
電
子
メ
ー
ル
で
あ
る
旨 

 

二 

当
該
選
挙
運
動
用
電
子
メ
ー
ル
送
信
者
の
氏
名
又
は
名
称 

 

三 

当
該
選
挙
運
動
用
電
子
メ
ー
ル
送
信
者
に
対
し
、
前
項
の
通
知
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
旨 

 

四 

電
子
メ
ー
ル
の
送
信
そ
の
他
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
前
項
の
通
知
を
行
う
際
に
必
要
と
な
る

電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
そ
の
他
の
通
知
先 

 

（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
当
選
を
得
さ
せ
な
い
た
め
の
活
動
に
使
用
す
る
文
書
図
画
を
頒
布
す
る
者



 

七 

の
表
示
義
務
） 

第
百
四
十
二
条
の
五 

選
挙
の
期
日
の
公
示
又
は
告
示
の
日
か
ら
そ
の
選
挙
の
当
日
ま
で
の
間
に
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
等
を
利
用

す
る
方
法
に
よ
り
当
選
を
得
さ
せ
な
い
た
め
の
活
動
に
使
用
す
る
文
書
図
画
を
頒
布
す
る
者
は
、
そ
の
者
の
電
子
メ
ー
ル
ア

ド
レ
ス
等
が
、
当
該
文
書
図
画
に
係
る
電
気
通
信
の
受
信
を
す
る
者
が
使
用
す
る
通
信
端
末
機
器
の
映
像
面
に
正
し
く
表
示

さ
れ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

選
挙
の
期
日
の
公
示
又
は
告
示
の
日
か
ら
そ
の
選
挙
の
当
日
ま
で
の
間
に
、
電
子
メ
ー
ル
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
当
選

を
得
さ
せ
な
い
た
め
の
活
動
に
使
用
す
る
文
書
図
画
を
頒
布
す
る
者
は
、
当
該
文
書
図
画
に
そ
の
者
の
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ

ス
及
び
氏
名
又
は
名
称
を
正
し
く
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
る
候
補
者
の
氏
名
等
を
表
示
し
た
有
料
広
告
の
禁
止
等
） 

第
百
四
十
二
条
の
六 

何
人
も
、
そ
の
者
の
行
う
選
挙
運
動
の
た
め
の
公
職
の
候
補
者
の
氏
名
若
し
く
は
政
党
そ
の
他
の
政
治

団
体
の
名
称
又
は
こ
れ
ら
の
も
の
が
類
推
さ
れ
る
よ
う
な
事
項
を
表
示
し
た
広
告
を
、
有
料
で
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
を
利

用
す
る
方
法
に
よ
り
頒
布
さ
れ
る
文
書
図
画
に
掲
載
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

２ 

何
人
も
、
選
挙
運
動
の
期
間
中
は
、
前
項
の
禁
止
を
免
れ
る
行
為
と
し
て
、
公
職
の
候
補
者
の
氏
名
若
し
く
は
政
党
そ
の



 

八 

他
の
政
治
団
体
の
名
称
又
は
こ
れ
ら
の
も
の
が
類
推
さ
れ
る
よ
う
な
事
項
を
表
示
し
た
広
告
を
、
有
料
で
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
等
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
頒
布
さ
れ
る
文
書
図
画
に
掲
載
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

３ 

何
人
も
、
選
挙
運
動
の
期
間
中
は
、
公
職
の
候
補
者
の
氏
名
若
し
く
は
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
名
称
又
は
こ
れ
ら
の

も
の
が
類
推
さ
れ
る
よ
う
な
事
項
が
表
示
さ
れ
て
い
な
い
広
告
で
あ
つ
て
、
当
該
広
告
に
係
る
電
気
通
信
の
受
信
を
す
る
者

が
使
用
す
る
通
信
端
末
機
器
の
映
像
面
に
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
等
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
頒
布
さ
れ
る
選
挙
運
動
の
た
め
に
使

用
す
る
文
書
図
画
を
表
示
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
機
能
を
有
す
る
も
の
を
、
有
料
で
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
を
利
用
す
る
方

法
に
よ
り
頒
布
さ
れ
る
文
書
図
画
に
掲
載
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

４ 

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
選
挙
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
政
党
そ
の
他

の
政
治
団
体
は
、
選
挙
運
動
の
期
間
中
に
お
い
て
、
広
告
（
第
一
項
及
び
第
百
五
十
二
条
第
一
項
の
広
告
を
除
く
も
の
と
す

る
。
）
で
あ
つ
て
、
当
該
広
告
に
係
る
電
気
通
信
の
受
信
を
す
る
者
が
使
用
す
る
通
信
端
末
機
器
の
映
像
面
に
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
等
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
頒
布
さ
れ
る
当
該
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
が
行
う
選
挙
運
動
の
た
め
に
使
用
す
る
文
書
図

画
を
表
示
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
機
能
を
有
す
る
も
の
を
、
有
料
で
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
頒
布

す
る
文
書
図
画
に
掲
載
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 



 

九 

 
一 

衆
議
院
議
員
の
選
挙 

候
補
者
届
出
政
党
及
び
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等 

 

二 
参
議
院
議
員
の
選
挙 

参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
及
び
第
二
百
一
条
の
六
第
三
項
（
第
二
百
一
条
の
七
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
確
認
書
の
交
付
を
受
け
た
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体 

 

三 

都
道
府
県
又
は
指
定
都
市
の
議
会
の
議
員
の
選
挙 

第
二
百
一
条
の
八
第
二
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
百
一
条
の
六
第
三
項
の
確
認
書
の
交
付
を
受
け
た
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体 

 

四 

都
道
府
県
知
事
又
は
市
長
の
選
挙 

第
二
百
一
条
の
九
第
三
項
の
確
認
書
の
交
付
を
受
け
た
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体 

 

（
選
挙
に
関
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
の
適
正
な
利
用
） 

第
百
四
十
二
条
の
七 

選
挙
に
関
し
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
を
利
用
す
る
者
は
、
公
職
の
候
補
者
に
対
し
て
悪
質
な
誹ひ

謗ぼ

う

中
傷
を

す
る
等
表
現
の
自
由
を
濫
用
し
て
選
挙
の
公
正
を
害
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
の
適
正
な
利
用
に
努
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
百
四
十
三
条
第
一
項
中
「
第
四
号
」
の
下
に
「
、
第
四
号
の
二
」
を
加
え
、
同
項
中
第
四
号
の
二
を
第
四
号
の
三
と
し
、

第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

四
の
二 

屋
内
の
演
説
会
場
内
に
お
い
て
そ
の
演
説
会
の
開
催
中
掲
示
す
る
映
写
等
の
類 



 

一
〇 

 
第
百
四
十
三
条
第
二
項
中
「
類
」
の
下
に
「
（
前
項
第
四
号
の
二
の
映
写
等
の
類
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
「
前
項
」
を
「
同

項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
及
び
第
六
項
中
「
第
一
項
第
四
号
の
二
」
を
「
第
一
項
第
四
号
の
三
」
に
改
め
、
同
条
第
九
項
中

「
同
項
第
四
号
の
二
」
を
「
同
項
第
四
号
の
三
」
に
改
め
、
「
）
、
立
札
及
び
看
板
の
類
」
の
下
に
「
（
屋
内
の
演
説
会
場
内

に
お
い
て
使
用
す
る
同
項
第
四
号
の
ポ
ス
タ
ー
、
立
札
及
び
看
板
の
類
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
「
こ
え
て
」
を
「
超
え
て
」

に
改
め
、
同
条
第
十
一
項
中
「
第
一
項
第
四
号
の
二
」
を
「
第
一
項
第
四
号
の
三
」
に
、
「
巾
」
を
「
幅
」
に
、
「
こ
え
て
」

を
「
超
え
て
」
に
改
め
、
同
条
第
十
三
項
中
「
第
一
項
第
四
号
の
二
」
を
「
第
一
項
第
四
号
の
三
」
に
改
め
、
同
条
第
十
四
項

中
「
同
項
第
四
号
の
二
」
を
「
同
項
第
四
号
の
三
」
に
改
め
、
同
条
第
十
五
項
中
「
第
一
項
第
四
号
の
二
」
を
「
第
一
項
第
四

号
の
三
」
に
改
め
る
。 

 

第
百
四
十
四
条
の
二
第
五
項
中
「
第
百
四
十
三
条
第
一
項
第
四
号
の
二
」
を
「
第
百
四
十
三
条
第
一
項
第
四
号
の
三
」
に
改

め
る
。 

 

第
百
五
十
二
条
の
見
出
し
中
「
あ
い
さ
つ
」
を
「
挨
拶
」
に
改
め
、
同
条
中
「
あ
い
さ
つ
」
を
「
挨
拶
」
に
改
め
、
「
パ
ン

フ
レ
ッ
ト
」
の
下
に
「
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
頒
布
さ
れ
る
文
書
図
画
」
を
加
え
る
。 

 

第
百
七
十
八
条
の
見
出
し
中
「
あ
い
さ
つ
行
為
」
を
「
挨
拶
行
為
」
に
改
め
、
同
条
中
「
あ
い
さ
つ
す
る
」
を
「
挨
拶
す
る
」



 

一
一 

に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
信
書
を
」
を
「
信
書
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
頒
布
さ
れ
る
文
書
図

画
を
」
に
改
め
る
。 

 

第
百
八
十
七
条
第
一
項
中
「
及
び
電
話
」
を
「
並
び
に
電
話
及
び
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
を
利
用
す
る
方
法
」
に
、
「
外
」
を

「
ほ
か
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
但
し
」
を
「
た
だ
し
」
に
改
め
る
。 

 

第
百
九
十
七
条
第
一
項
第
六
号
中
「
候
補
者
届
出
政
党
」
の
下
に
「
が
行
う
選
挙
運
動
（
専
ら
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員

の
選
挙
以
外
の
選
挙
に
お
い
て
行
う
も
の
を
除
く
。
）
」
を
、
「
選
挙
運
動
」
の
下
に
「
（
専
ら
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員

の
選
挙
以
外
の
選
挙
に
お
い
て
行
う
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。 

 

第
二
百
一
条
の
四
第
六
項
中
「
文
書
図
画
」
の
下
に
「
（
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
等
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
頒
布
さ
れ
る
も
の
を

除
く
。
）
」
を
加
え
、
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
、
「
、
掲
示
」
を
「
、
掲
示
し
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加

え
る
。 

 

三 

屋
内
の
推
薦
演
説
会
の
会
場
内
に
お
い
て
そ
の
推
薦
演
説
会
の
開
催
中
掲
示
す
る
映
写
等
の
類 

 

第
二
百
一
条
の
十
三
第
一
項
第
二
号
中
「
掲
示
」
を
「
掲
示
し
」
に
改
め
、
「
雑
誌
」
の
下
に
「
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

等
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
頒
布
さ
れ
る
も
の
」
を
加
え
る
。 



 

一
二 

 
第
二
百
二
十
九
条
中
「
い
う
」
の
下
に
「
。
以
下
同
じ
」
を
加
え
、
「
抑
留
、
毀き

壊
」
を
「
抑
留
し
、
毀
壊
し
」
に
、
「
禁
錮こ

」

を
「
禁
錮
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
百
三
十
五
条
の
五
中
「
又
は
電
話
」
を
「
、
電
話
又
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
を
利
用
す
る
方
法
」
に
、
「
禁
錮こ

」
を
「
禁

錮
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
百
四
十
三
条
第
一
項
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
、
「
禁
錮こ

」
を
「
禁
錮
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
の
次
に
次

の
二
号
を
加
え
る
。 

 

三
の
二 

第
百
四
十
二
条
の
四
第
二
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
違
反
し
て
選
挙
運
動
用
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
を
し
た
者 

 

三
の
三 

第
百
四
十
二
条
の
六
の
規
定
に
違
反
し
て
広
告
を
文
書
図
画
に
掲
載
さ
せ
た
者 

 

第
二
百
四
十
四
条
第
一
項
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
、
「
禁
錮こ

」
を
「
禁
錮
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
の
次
に
次

の
二
号
を
加
え
る
。 

 

二
の
二 

第
百
四
十
二
条
の
四
第
五
項
の
規
定
に
違
反
し
て
同
項
に
規
定
す
る
事
項
を
表
示
し
な
か
つ
た
者 

 

二
の
三 

第
百
四
十
二
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
同
項
に
規
定
す
る
事
項
を
表
示
し
な
か
つ
た
者 

 

第
二
百
七
十
一
条
の
五
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 



 

一
三 

 
（
適
用
関
係
） 

第
二
百
七
十
一
条
の
六 

こ
の
法
律
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
文
書
図
画
に
記
載
さ
れ
又
は
表
示
さ
れ
て
い
る
バ
ー
コ
ー
ド
そ
の

他
こ
れ
に
類
す
る
符
号
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
で
あ
つ
て
こ
れ
を
読
み
取
る
た
め
の
装
置
を
用
い
て
読
み
取
る
こ
と
に
よ

り
映
像
面
に
表
示
さ
れ
る
も
の
（
以
下
「
符
号
読
取
表
示
事
項
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
文
書
図
画
に
記
載
さ
れ
又
は
表
示

さ
れ
て
い
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
法
律
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
符
号
読
取
表
示
事
項
が
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
文
書

図
画
に
記
載
し
又
は
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
符
号
読
取
表
示
事
項
は
、
当
該
文
書
図
画
に

記
載
さ
れ
又
は
表
示
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
す
る
。 

３ 

こ
の
法
律
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
文
書
図
画
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
媒
体
を
頒
布
す
る
こ
と
は
、
当
該
文
書
図
画
の
頒

布
と
み
な
す
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。 



 

一
四 

 
（
適
用
区
分
） 

第
二
条 

こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
公
職
選
挙
法
（
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
（
新
法
第
百
四
十
二
条
の
四
第
二

項
か
ら
第
四
項
ま
で
（
第
二
項
及
び
第
四
項
に
あ
っ
て
は
、
通
知
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
百
五
十
二
条
、
第
二
百
二

十
九
条
及
び
第
二
百
七
十
一
条
の
六
の
規
定
を
除
く
。
）
及
び
附
則
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
特
定
電
気
通
信
役
務

提
供
者
の
損
害
賠
償
責
任
の
制
限
及
び
発
信
者
情
報
の
開
示
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
の
規
定

は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
初
め
て
そ
の
期
日
を
公
示
さ
れ
る
衆
議
院
議
員
の
総
選

挙
の
期
日
の
公
示
の
日
又
は
施
行
日
以
後
初
め
て
そ
の
期
日
を
公
示
さ
れ
る
参
議
院
議
員
の
通
常
選
挙
の
期
日
の
公
示
の
日

の
う
ち
い
ず
れ
か
早
い
日
（
以
下
「
公
示
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
そ
の
期
日
を
公
示
さ
れ
又
は
告
示
さ
れ
る
選
挙
に
つ
い

て
適
用
し
、
公
示
日
の
前
日
ま
で
に
そ
の
期
日
を
公
示
さ
れ
又
は
告
示
さ
れ
た
選
挙
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 

（
通
知
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
三
条 

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
新
法
第
百
四
十
二
条
の
四
第
二
項
各
号
又
は
第
四
項
に
定
め
る
通
知
に
相
当
す
る
通
知
が
あ

っ
た
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
条
第
二
項
各
号
又
は
第
四
項
に
定
め
る
通
知
が
あ
っ
た
も
の
と
し
て
、
同
条
第
二
項
又
は
第

四
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。 



 

一
五 

 
（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
四
条 

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に

お
け
る
こ
の
法
律
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 

（
検
討
） 

第
五
条 

公
職
の
候
補
者
及
び
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
以
外
の
者
が
行
う
電
子
メ
ー
ル
（
新
法
第
百
四
十
二
条
の
三
第
一
項

に
規
定
す
る
電
子
メ
ー
ル
を
い
う
。
）
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
る
選
挙
運
動
そ
の
他
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
を
利
用
す
る
方

法
（
同
項
に
規
定
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
を
利
用
す
る
方
法
を
い
う
。
）
に
よ
る
選
挙
運
動
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
選

挙
の
公
正
を
確
保
し
つ
つ
有
権
者
の
政
治
参
加
を
促
進
す
る
観
点
か
ら
、
次
回
の
国
政
選
挙
（
施
行
日
以
後
初
め
て
そ
の
期

日
を
公
示
さ
れ
る
衆
議
院
議
員
の
総
選
挙
又
は
参
議
院
議
員
の
通
常
選
挙
の
う
ち
そ
の
期
日
が
早
い
も
の
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
後
速
や
か
に
検
討
が
加
え
ら
れ
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
、
次
々
回
の
国
政
選
挙
（
次
回
の
国
政
選
挙
後
初
め
て
そ

の
期
日
を
公
示
さ
れ
る
衆
議
院
議
員
の
総
選
挙
又
は
参
議
院
議
員
の
通
常
選
挙
の
う
ち
そ
の
期
日
の
公
示
の
日
が
早
い
も
の

を
い
う
。
）
ま
で
に
必
要
な
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
特
定
電
気
通
信
役
務
提
供
者
の
損
害
賠
償
責
任
の
制
限
及
び
発
信
者
情
報
の
開
示
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 



 

一
六 

第
六
条 

特
定
電
気
通
信
役
務
提
供
者
の
損
害
賠
償
責
任
の
制
限
及
び
発
信
者
情
報
の
開
示
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
三
条
第
二
項
第
二
号
中
「
情
報
（
以
下
」
の
下
に
「
こ
の
号
及
び
第
四
条
に
お
い
て
」
を
加
え
、
同
条
の
次
に
次
の
一

条
を
加
え
る
。 

 
 

（
公
職
の
候
補
者
等
に
係
る
特
例
） 

 

第
三
条
の
二 

前
条
第
二
項
の
場
合
の
ほ
か
、
特
定
電
気
通
信
役
務
提
供
者
は
、
特
定
電
気
通
信
に
よ
る
情
報
（
選
挙
運
動

の
期
間
中
に
頒
布
さ
れ
た
文
書
図
画
に
係
る
情
報
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
送
信
を
防
止
す
る
措
置

を
講
じ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
措
置
に
よ
り
送
信
を
防
止
さ
れ
た
情
報
の
発
信
者
に
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
は
、
当
該

措
置
が
当
該
情
報
の
不
特
定
の
者
に
対
す
る
送
信
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
場

合
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
賠
償
の
責
め
に
任
じ
な
い
。 

 
 

一 

特
定
電
気
通
信
に
よ
る
情
報
で
あ
っ
て
、
選
挙
運
動
の
た
め
に
使
用
し
、
又
は
当
選
を
得
さ
せ
な
い
た
め
の
活
動
に

使
用
す
る
文
書
図
画
（
以
下
「
特
定
文
書
図
画
」
と
い
う
。
）
に
係
る
も
の
の
流
通
に
よ
っ
て
自
己
の
名
誉
を
侵
害
さ

れ
た
と
す
る
公
職
の
候
補
者
等
（
公
職
の
候
補
者
又
は
候
補
者
届
出
政
党
（
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百



 

一
七 

号
）
第
八
十
六
条
第
一
項
又
は
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
を
い
う
。
）
若
し
く
は

衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
（
同
法
第
八
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
を

い
う
。
）
若
し
く
は
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
（
同
法
第
八
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
政
党
そ

の
他
の
政
治
団
体
を
い
う
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
か
ら
、
当
該
名
誉
を
侵
害
し
た
と
す
る
情
報
（
以
下
「
名
誉

侵
害
情
報
」
と
い
う
。
）
、
名
誉
が
侵
害
さ
れ
た
旨
、
名
誉
が
侵
害
さ
れ
た
と
す
る
理
由
及
び
当
該
名
誉
侵
害
情
報
が

特
定
文
書
図
画
に
係
る
も
の
で
あ
る
旨
（
以
下
「
名
誉
侵
害
情
報
等
」
と
い
う
。
）
を
示
し
て
当
該
特
定
電
気
通
信
役

務
提
供
者
に
対
し
名
誉
侵
害
情
報
の
送
信
を
防
止
す
る
措
置
（
以
下
「
名
誉
侵
害
情
報
送
信
防
止
措
置
」
と
い
う
。
）

を
講
ず
る
よ
う
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
、
当
該
特
定
電
気
通
信
役
務
提
供
者
が
、
当
該
名
誉
侵
害
情
報
の
発
信
者
に
対

し
当
該
名
誉
侵
害
情
報
等
を
示
し
て
当
該
名
誉
侵
害
情
報
送
信
防
止
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
同
意
す
る
か
ど
う
か
を
照

会
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
発
信
者
が
当
該
照
会
を
受
け
た
日
か
ら
二
日
を
経
過
し
て
も
当
該
発
信
者
か
ら
当
該
名

誉
侵
害
情
報
送
信
防
止
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
同
意
し
な
い
旨
の
申
出
が
な
か
っ
た
と
き
。 

 
 

二 

特
定
電
気
通
信
に
よ
る
情
報
で
あ
っ
て
、
特
定
文
書
図
画
に
係
る
も
の
の
流
通
に
よ
っ
て
自
己
の
名
誉
を
侵
害
さ
れ

た
と
す
る
公
職
の
候
補
者
等
か
ら
、名
誉
侵
害
情
報
等
及
び
名
誉
侵
害
情
報
の
発
信
者
の
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
等（
公



 

一
八 

職
選
挙
法
第
百
四
十
二
条
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
同
項
又
は

同
法
第
百
四
十
二
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
表
示
さ
れ
て
い
な
い
旨
を
示
し
て
当
該
特
定
電
気
通
信
役
務
提

供
者
に
対
し
名
誉
侵
害
情
報
送
信
防
止
措
置
を
講
ず
る
よ
う
申
出
が
あ
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
情
報
の
発
信
者
の

電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
等
が
当
該
情
報
に
係
る
特
定
電
気
通
信
の
受
信
を
す
る
者
が
使
用
す
る
通
信
端
末
機
器
（
入
出

力
装
置
を
含
む
。
）
の
映
像
面
に
正
し
く
表
示
さ
れ
て
い
な
い
と
き
。 



 

 

一
九 

 
 
 
 
 

理 

由 

 

近
年
に
お
け
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
の
普
及
に
鑑
み
、
選
挙
運
動
期
間
に
お
け
る
候
補
者
に
関
す
る
情
報
の
充
実
、
有
権
者

の
政
治
参
加
の
促
進
等
を
図
る
た
め
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
る
選
挙
運
動
を
解
禁
す
る
必
要
が
あ
る
。

こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 


